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NICE

公益財団法人
消費者教育支援センターとは？
青少年の消費者教育の普及推進を目的として、平成2年に文部省と経済企画庁
（現文部科学省、消費者庁）の共管法人として設立された団体です。

自主事業 ①教材開発（効果的な実践を促す）
②教材表彰（学校に優れた教材を広める）
③シンポジウム・研修会の開催（今後の在り方を議論する）
④研修会・ワークショップ等への講師派遣（専門性を共有する）
⑤調査研究（国内外の消費者教育を実態調査する）
⑥情報発信（機関誌「消費者教育研究」、Webサイトで情報発信）

委託事業 消費者教育推進法の施行後、地方自治体での①教材開発、③研修会
企画、⑤計画策定に向けた調査と共に、
地方自治体での実践支援（中間支援機能）のニーズが高まって
いる。 だいています
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